
正 誤 表 

資料２西三河南部東医療圏医療救護活動計画（修正案） 

番号 頁 修 正 前 修 正 後

1 5 

５ 地区医師会（例示）

  － 略 －

・岡崎市医師会は、市町と連携し、災害中長期における避難所

 等での保健医療活動に協力する。

５ 地区医師会（例示）

  － 略 －

・岡崎市医師会は、市町と連携し、必要に応じて災害中長期にお

 ける避難所等での保健医療活動に協力する。

2 6 

６ 地区歯科医師会（例示）

  － 略 －

・岡崎歯科医師会は、市町と連携し、災害中長期における避難

 所等での口腔ケア等の歯科保健活動に協力する。

６ 地区歯科医師会（例示）

  － 略 －

・岡崎歯科医師会は、市町と連携し、必要に応じて災害中長期に

 おける避難所等での口腔ケア等の歯科保健活動に協力する。

3 6 

７ 地区薬剤師会（例示）

  － 略 －

・岡崎薬剤師会は、市町と連携し、災害中長期における避難所

 等での服薬指導等に協力する。

７ 地区薬剤師会（例示）

  － 略 －

・岡崎薬剤師会は、市町と連携し、必要に応じて災害中長期にお

 ける避難所等での服薬指導等に協力する。

4 8 

２ ２次救急病院等（原則）

－ 略 ̶

 ※西三河南部東医療圏では、・・・・・ 加えて、災害時にお

ける後方支援病院として 5 病院、（宇野病院、北斗病院、三島内

科病院、冨田病院）を後方支援病院に指定している。

２ ２次救急病院等（原則）

－ 略 ̶

 ※西三河南部東医療圏では、・・・・・ 加えて、災害時におけ

る後方支援病院として5病院（岡崎南病院、宇野病院、北斗病院、

三島内科病院、冨田病院）を後方支援病院に指定している。

5 10 
４ 診療所等 ５ 診療所等




